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１ 償却資産税申告 
 

令和３年２月１日(月)期限の償却資産申告について軽減措置が講じられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

（参考） 

総務省：新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000686227.pdf 

中小企業庁： 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html 

2021 年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置（中小企業庁） 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200924zeisei_scheme.pdf 

償却資産税申告について（新型コロナ関連）
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https://kaikei-hiroba.com/papuser/newinfo/new_info/infomation/011316.php 
 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者、小規模事業者に対して 固

定資産税・都市計画税が減免される地方税法の改正がありました。 

 詳細は中小企業庁のサイトをご参照ください。 

 中小企業庁では専用の相談窓口も開設しています。TEL:０５７０－０７７－３２２ 
 ここでは、減免の申請手続きや e-PAP 減価償却システムの対応についてお知らせいたします。 

   

   手続きについて 

   各市町村のホームページ等から申告様式を入手し、 

   『申告書作成・申告書確認依頼』 ⇒ 『申告書確認』 ⇒ 申告 という流れになります。 

   具体的な手続き方法については中小企業庁が提供している専用マニュアルをご参照ください。 

   固定資産税減免の確認作業マニュアル 
   

  ※減免の手続きは、新型コロナウィルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、窓口受付 

   や郵送のほか、eLTAX （Ｗｅｂ版）を経由して電子的に手続きをおこなうことができます。 

   PCdesk（Ｗｅｂ版）の操作方法については eLTAX ヘルプデスクにお問い合わせください。 
    

   e-PAP 減価償却システムの対応方法について      次ページをご参照ください。 

 

 

令和２年１２月２３(水)現在の情報で記載していますので、申告にあたっては提出先の最新情報（サイ

ト・手引き等）を基にご対応をお願いいたします。 

《参考》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
東京都主税局 令和３年度 固定資産税（償却資産）申告の手引き Ｐ．１５ 

申告にあたって 

新型コロナウイルス感染症の影響に係る
令和 3 年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置等について（ユーザーラウンジより） 

山形市ＨＰより 

広島市 令和３年度 固定資産税（償却資産）申告の手引き Ｐ．８ 
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２ e-PAP 減価償却の対応 

 

 ① 全ての資産に課税標準ゼロを適用する場合 

『４２．償却資産申告書出力』（法人）（『３２．償却資産申告書出力』（個人）の【Ｆ６：
出力様式】「償却資産出力様式」で課税標準額出力関連区分を“しない”に変更します。 

 電子申告もこの画面の設定に従って出力されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資産を選択して設定をおこなう場合（課税標準ゼロ又は１／２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ゼロを入力する場合は「０／１」と入力してください。 

 

※選択する特例により課税標準の特例率を入力します。 

 

 

 注意  
① ②どちらの場合も、設定は処理年度更新後も残ります。翌年軽減措置が解除

された場合は処理年度更新後に設定を元に戻して申告をおこなってください。 

 

参考）東京都主税局の場合 

電算方式以外の場合も「評価額」「決定価額」「課

税標準額」すべて空欄で受領しますと回答あり 
 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_vi

rus_kotei_small.html 

提出先にご確認のうえ、ご対応をお願いします。 
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『４２.償却資産申告書出力』・『４３.償却資産種類別明細書出力』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
e-PAP 対応についての最新情報は、「新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和 3 年度の固定
資産税・都市計画税の軽減措置等について」で今後もご案内させていただきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

償却資産申告書に採用した特例を記載する必要がある場合

は、『４１.償却資産申告書情報登録』（法人）（『３１.償

却資産申告書情報登録』（個人））の備考欄に入力します。
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